
ポイント解説

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

【１】 サステナビリティ開示基準の適用開始に向けた環境整備

開示に関する実務対応基準案の公表

1

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する

内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を2026年2月20日に公布・施行しました。

参考：金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 報告概要（2026年1月8日）

図表1：有価証券報告書のサステナビリティ情報の開示へのSSBJ基準適用の時期

⚫ 本公開草案の主なポイント
2025年7月に公表された「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ 中間

論点整理」において、2027年３月期から、時価総額が一定規模以上の東京証券取引所プライム市場上場会社

（プライム上場会社）に対し、段階的にサステナビリティ開示基準(SSBJ基準）の適用を義務付ける方針が示された

ことを受け、必要な制度整備を行うため、企業内容等の開示に関する内閣府令（開示府令）及び企業内容等の

開示に関する留意事項（企業内容等開示ガイドライン）の改正が行われました。

1. SSBJ基準の適用

①東証プライム上場会社のうち、平均時価総額※11兆円以上である会社に対し、時価総額に応じてSSBJ基準の

段階的な適用（図表1参照）を義務付ける※2

② SSBJ基準適用初年度及びその翌年度については、二段階開示を可能とする

2. SSBJ基準の適用に伴う開示項目の追加等

3. Scope3温室効果ガス排出量の虚偽記載等に係るセーフハーバー・ルールの整備

下記図表１※3参照    

背景

概要

適用時期

本改正の主なポイント

※1：平均時価総額は、有価証券報告書の対象事業年度の前事業年度の末日及びその前４事業年度の末日における時価総額の平均値により
判定（例:2027年3月期の適用の有無の判断に用いる平均時価総額は、2022年3月期～2026年3月期の各末日の時価総額の平均値）。

※2： 「金融庁長官が指定する取引所金融商品市場」として、株式会社東京証券取引所プライム市場を告示指定、また「一般に公正妥当と認め
られるサステナビリティ情報の作成及び開示に関する基準」として、2026年2月20日までに公表されたSSBJ基準を告示指定

2026年2月24日

※3：本開示府令改正の施行日以後に提出する有価証券報告書等について、早期適用も可能

※4：サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ報告において、時価総額5,000億円以上プライム上場会社までSSBJ基準

の適用義務化の時期が確定しています

第一次適用会社

※3

※3

※4
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二段階開示可

同時開示

同時開示

本図の緑色箇所が、今回の

制度改正に取り込まれています

SSBJ基準の適用が義務化されない会社も、従来通りのサステナビリティ情報の開示は必要です

第一次適用会社
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ポイント解説

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

【２】 人的資本開示に関する制度見直し

開示に関する実務対応基準案の公表

2

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する

内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を2026年2月20日に公布・施行しました。

図表2：従業員の状況の記載場所の移動等（本改正のイメージ）

⚫ 本公開草案の主なポイント
2025年6月に公表された「経済財政運営と改革の基本方針 2025」、「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計

画2025改訂版」、「コーポレートガバナンス改革の実践に向けたアクションプログラム2025」において提言されている人的資

本に関する開示の拡充のため、以下のような開示府令等の改正が行われました。

1. 人材戦略に関する基本方針等の開示

「従業員の状況」の位置を「第１【企業の概況】」から「第４【提出会社の状況】」に移動した上（図表2参照）で、

新たに以下の事項について開示を求める）
① 連結会社の人材戦略を経営方針・経営戦略等に関連付けて具体的に記載

② 上記①を踏まえた従業員※5の給与（賞与を含む）等の決定方針（提出会社についての方針に限定可※6）

③提出会社の従業員の平均給与の対前期比増減率

2. 「従業員の状況」の開示

使用人のみを対象としたストックオプション制度や役員・従業員株式所有制度を導入している場合には、これらの制

度の概要を、「第４【提出会社の状況】」の「１株式等の状況」に代えて、「５従業員の状況等」に記載することもでき

ることとする

2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から※7

背景

改正の概要

適用時期

本改正の主なポイント

2026年2月24日

※5：連結会社の事業活動の特性上、臨時従業員が果たす役割が重要である場合には臨時従業員を含む

※6：提出会社が主として子会社の経営管理を行う会社である場合には、提出会社及び最大人員会社（外国会社を除く連結子会社のうち、
従業員数が最も多い会社（当該会社の従業員数が連結会社の従業員数の過半数を超えない場合には、次に従業員数の多い会社も含
む））についての方針。なお、提出会社が主として子会社の経営管理を行う会社である場合には、最大人員会社についての従業員給与の
平均額、その前年比増減率等の記載も必要

※7：本開示府令改正の施行日以後に提出する有価証券報告書等について、早期適用も可能



ポイント解説

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正

【３】 その他の改正事項

開示に関する実務対応基準案の公表

3

金融庁は、「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する

内閣府令の一部を改正する内閣府令」等を2026年2月20日に公布・施行しました。

⚫ 本公開草案の主なポイント

有価証券報告書を定時株主総会前に提出する（以下「総会前開示」）という）する場合の、会社の開示負担を軽

減し、総会前開示を促進する観点等から、以下のような改正が行われました。

1. 総会前開示への対応

①総会前開示を行う場合、これまでは定時株主総会又はその直後の取締役会で決議予定の事項について、その旨

及びその概要を有価証券報告書に記載することとされていましたが、改正後は、自己株式の取得及び剰余金の

配当に関するもの以外は、当該決議事項等の概要の記載が不要ととされました（図表3参照）

②半期報告書において、中間配当基準日現在における「大株主の状況」及び「議決権の状況」を記載することができ

るとされました

2. 特定有価証券に係る半期報告書の提出期限延長に係る手続規定の整備

3. 株式転換条項の付された社債券について、あらかじめ定められた条件に基づき株式を発行する場合には「有価証券

の募集」に該当しない旨の明確化

2026年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等から※8 ※９ 

背景

改正の概要

適用時期

本改正の主なポイント

2026年2月24日

図表3：総会前開示を行う場合に有価証券報告書への記載が必要と考えられる事項

有価証券報告書の該当箇所 留意点

自己株式の取得等の状況 「株式の種類等」として、自己株式の取得の事由及び当該取得に係る株式の種類、「株主

総会での決議状況」として自己株式の取得に係る決議の状況（決議された日付、取得期間、

株式の総数、価額の総額、その他の事項を決議した場合はその内容）が記載事項とされて

いるため、自己株式の取得に関する事項が、有報提出後に開催される株主総会の決議事項

となっている場合には、決議する予定の自己株式の取得に係るこれらの情報を記載することが

考えられる（取締役会決議による取得の状況についても同様）

主要な経営指標等の推移 最近５事業年度に係る１株当たり配当額が記載事項とされているため、当事業年度に係る

配当額が確定していない場合には、決議する予定の配当額を記載し、その旨を注記

配当政策 配当に係る情報（決議年月日、配当金の総額、１株当たり配当額）が注記事項とされて

いるため、当事業年度に係る配当が確定していない場合には、決議する予定の配当に係る情

報を注記

配当に関する注記事項

（株主資本変動計算書関係）

「経理の状況」における配当に関する注記事項においては、配当に係る情報（決議年月日、

株式の種類等、配当原資等）が記載事項とされているため、当事業年度に係る配当が確定

していない場合には、決議する予定の配当に係る情報を記載

参考：金融庁「有価証券報告書を定時株主総会前に提出する場合の留意点（2026年2月20日更新）」

※8：１②については、2026年4月1日以後開始事業年度に係る半期報告書から適用

※9：本開示府令改正の施行日以後に提出する有価証券報告書等について、早期適用も可能
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https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji_ryuuiten20260220.pdf
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji_ryuuiten20260220.pdf
https://www.fsa.go.jp/policy/kaiji/sokaimaekaiji_ryuuiten20260220.pdf
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金融庁のサイト

サステナビリティ開示・保証の最新規制動向

日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ情報の開示・保証の規制に関する最新動向を取
りまとめています。

「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣
府令」等の公布及びパブリックコメントの結果について（2026年2月20日）

参考

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（案）等に対するパブリックコメントの実施について
（2025年11月26日）

トーマツ「会計情報」（月刊誌）

「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正の詳細については、「会計情報」2026年4月号（2026年3月20日公
表予定）の解説をご覧ください。
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